
事  務  連  絡 

令和元年１０月１５日 

 

各都道府県教育委員会特別支援教育主管課 御中 

 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 

 

令和元年台風第１９号により被災した幼児児童生徒への 

就学奨励に係る事務の取扱いについて（周知） 

 

 この度，参考資料のとおり，「令和元年台風第１９号における被災地域の児

童生徒等の就学機会の確保等について（通知）」（令和元年１０月１４日付け元

文科初第８９６号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長，総合教育政策

局長，初等中等教育局長，高等教育局私学部長通知）を発出したところです。 

当該通知において，就学奨励についても御対応をお願いしているところです

が，各都道府県におかれては，その事務の取扱いに当たり，下記の事項につい

て十分御留意いただきますようお願いします。 

 また，域内の市区町村教育委員会等の関係機関に対し，御周知願います。 

 

記 

 

（１） 被災により，保護者等の収入額に著しい減少が生じた場合など，障害の

ある児童等の就学奨励のため，改めて支弁区分の決定を行うことが適当

であると認められる事由がある場合においては，改めて収入額等の算定

及び需要額の測定を行うことができること。 

 

（２） 被災により学用品等を消失し，学用品等を再度購入することが必要な場

合の経費は負担金等の対象とすること。 

 

（３） 支弁区分の決定後，可能な限り早期に支給できるよう配慮すること。 

 

※（１）（２）については，「特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資

料」参照のこと。 

 
＜本件連絡先＞ 

                  初等中等教育局特別支援教育課庶務係 

電話 ０３－６７３４－２４３０ 
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